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子育て支援の新たな展開

一次世代育成支援対策推進法に求められる視点一

森 田 明 美 （東洋大学社会学部教授）

1 少子化問題と子育て支援の登場

合計特殊出生率はとどまるところを知らず下がり続け、 2 0 0 2 年

は1．3 2 にな った。2 0 0 2 年 1月に厚生労働省の社会保障・人口問題

研究所が発表 した「日本の人口の将来」では、少子化の原因を従来

の晩婚化による未婚率の上昇＜ 2 5 ～2 9 歳の女性の未婚率2 0 ．9 ％

（ 昭和5 0 年）一 5 4 ．0 ％（平成 12 年）、平均初婚年齢の上昇2 4 ．7 歳

（ 昭和5 0 年）一 2 7 ．0 歳（平成 12 年）＞のみな らず、既婚夫婦の完結

出生数が1 ．9 6 人（平成9 年）一 1．7 2 人（平成 14 年）の減少が顕著に

なっていることを明らかに している。少子化は日本社会の未婚男女

のみならず、既婚夫婦の問是副こまで普遍化 し、少子化対策の抜本的

改革が 迫 られ る こととな った。

「エンゼルプラン」として少子化対策に取 り組み始めてか ら既に

1 0 年。子どもを生み育てることについて、個人的な営みか ら、国

家的な課題に取上げるようにな った現在、家庭責任が厳 しく問われ、

社会的な支援が積極的におこなわれることがなかった子育て分野に

スポ ッ トがあ た り、多 くの 施策 が講 じられ るよ うにな った とい える 。

だが、エンゼルプラン以降展開された子育て支援への5深い国家の関

与も、現在のところ合計特殊出生率を上げることができないでいる。

2「次世代育成支援対策推進法」成立 （2 0 0 3年7月9 日）

次世代育成支援対策推進法は、 19 9 9 年に第2 次エンゼルプラン

を発表し、以降少子化対策プラスワンを出 し、男性を含めた働き方

の見直 しを求めたものの出生率の向上が期待できない中で、子育て

支援の総合支援として大変期待されたものであり、少子化問是喜を次

世代問題と位置付けることには共感できるところが多分にある。次

世代 を担 う子 ども 問5題と して、 日本 を どの よ うな国 にす るの か、私

たちが住む地域 自治体がどのような地域になるのかという視点で少

子化問題を考え、その具体的な施策を行動計画にして推進していく

とい うこ とは とて も大 切 な こ とで ある 。 1 0 年 間の 時 限立 法 によ っ

て、2 0 0 4 年度には、国の行動計画策定指針に従い、全ての地方公

共団体は行動計画を策定 し、事業主もまた行動計画を策定し（従業

員3 0 0 人を超す企業に行動計画の策定を義務付け）、その行動計画

にした が って次世 代を育 成 してい く ことにな る。

この法律 に関連 して、市町村における子育て支援事業の実施、保

育の実施への需要が増 している都道府県、市町村では、保育の実施

等に関する供給体制の確保に関する行動計画を定めるとする児童福

祉法も改正されることになった。

児童福祉法の主な改正点は、子育て支援を児童福祉事業にいれる

ことであ った。その結果、子育て支援の枠組みは、今後これまで以

上に変化することが予想される。

3 自治体における子どもの権利実現の必要性 一 次世代育成

支援行動計画策定にあたつて

2 0 0 4 年には子どもの権利条約を日本が批准 して10 年を迎える。

また、子どもの権利条約の批准後、2 回目の国連子どもの権利委員

会へ 日本政府が提出 した子どもの権利実現に関る日本の取組み状況

に関する報告書の審査も、来年 1月に実施される予定である。

行動計画を策定するにあたっては、このような状況を勘案 して、各
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自治体で子どもの権利を実現 していくために、子どもの権利条例の

制定の可能性を探ることと、子 どもの権利侵害を救済する子どもの

権利オンブスパーソンを配置することを土台にし、地域での子ども

参加を実現 していくことが必要である。

ここ数年 「子どもの権利条例」とか 「子どものためのオンブスパ

ーソン制度」などいくつかの自治体が子 どもの権利の実現の方法を

模索 し、 多様 な形 態で 作 りは じめ てい る。 こ う した形以 外 に も子 ど

もの権利に関する宣言として作 られたものもあり、現在もいくつか

の自治体が、その自治体にあったかたちで子どもの権利の実現につ

いて取組みをしている。

〓
■

■

l

●

●■ 報 4 子育て支援の課題

子育て支援を少子化対策と して展開 している限りにおいては、出

生率は上昇 しないであろうと思 う。安心 して子どもを生み育てるこ

とができる社会 というのは、子どもが健やかに育つ社会である。子

どもが元気に育つ。楽 しい子育てがある。そうした社会作りなくし

て、小手先の子育て支援をされたとしても、難 しそ うな子育てにあ

えて挑戦する男女は登場 してこないであろう。子どもの育つ環境整

備 に心 を傾 け る こと は、遠 回 りの よ うに見 えて 、実 は最 も大切 な こ

とではないかと思っている。

「 多治見市子どもの権利に関する条例」制定

～岐阜県多治見市（200 3年9月）～

伊 藤 香 代 （岐阜県多治見市役所企画部 文化と人権の課）

多治見 市 では 、未 来 を担 う子 ど もたちの権 利 を保 障 す るため 、『多治 見市子 どもの権利 に関 す る条 例』 を平 成13年度 か らの第5次総 合計

画に位 置付 け、平成 15 年9月 に制 定 いた しま した。

子 どもの権 利 の推進 に関 しては、子 どもをひ と りの人 間 と して大切 に し、その権 利 を保 障 してい くた めに、平成 8年 度 か ら子 どもの意見

表明 や市 民参加 を重視 した様 々な取 り組 み を行 って きま した。

Ⅰ 多治見市の子どもの権利 に関する取り組み

多治見市では、「子 どもの権利とは何か」 について考えるきっか

けづくりや、現状の意識の改善・向上のため、子 どもの権利に関す

る具体的な施策に取 り組んできました。

1 子どもの権利の広報・普及

条 約の 趣 旨の浸 透 のた め 、子 ども 自身 に よる こ とば とイ ラス トに

よる条約啓発リーフレッ トを作成 し、市内小中高等学校生及び全戸に

配布。市の広報紙のコラム、コミュニテ ィー F M やケーブルテレビな

どの媒体により、子どもの権利の考え方やそれに関わる施策等につ

いて継続的に広報普及に努めています。いずれの場合も、子どもの

関わ りを積極的に取 り入れ子どもか らの発信も重視 しています。

2 多治見の子どもたちの現状～子どもの権利に関するアンケー ト～

子 どもの権利に関する多治見市の現状を踏まえた施策の展開をし

ていくために、子どもや子 どもに関わるおとなを対象に「子どもの

権利に関するアンケー ト」を行 いました。子どもたちの生の声 や、

子どもの権利に関する市民の意識 と実態を把握するための重要な資

料と して いま す。

＜ 主なア ニノケ ー ト＞

・子どもの権利に関するアンケー ト：＜ 一般市民 ：おとな・子ども

各5 0 0 名＞ 子どもの権利に関する意識と実態を把握 し、子どもの

権利の 推進 の参 考 とす る とと もに 、 この課ヨ題の あ りよ うを 広 く市民

が考える機会となることを目的。

・子どもに関する現状・問題点と対策についてのアンケー ト ：＜ 教

育・福祉・市民団体等、子ども関連機関＞ 子どもの権利について

の現状認識についての確認、子 どもに関わる問題への対策の方向性

や条例への期待等について。

・子どもに関する現状・問題点 と対策についての養護教諭アンケー

』：
＜ 多治見市内の小中高校養護教諭 ＞ 子どもの居場所、相談を
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含めた保健室での現状、対策、課題について。

・子どもの権利 に関する教員アンケー ト：＜ 市内小中学校全教諭＞

子どもの権利に関する教員の意識を今後の検討の課題 に反映させる

と共 に、 この課 題 の あ りよ うを広 く教 員が 考え る機 会 となる こ とを

目的。内容は比較検討の為 「子 どもの権利に関するアンケー ト」の

項目を基本。

3 組織の取 り組み～多治見市子ども関連施策担当部課連絡会議～

子どもの権利の視点を重視 し、子 どもに関わる施策を有機的に進

めていくため、平成 1 3 年 3 月「多治見市子 ども関連施策担当部課連

絡会議」を設置 しま した。多治見市の子どもの状況を把握 し、総合

的に施策を実施 していくために、条例制定及び制定後の実施段階に

おいて、子どもに関する関連部課が連携 しなが ら検討をしています。

4 たじみ子ども会議と子どもスタッフ

F子どもの権利条約』の中のひとつである「子どもが意見表明を

する権利」を保障するとともに、条例や市i蚊に子どもの意見を反映

して い くため 、た じみ子 ども会 議等 を 継続 して 開催 して いま す。子

ども自身の関わ りを大切にするため、小中高生で構成される「子ども

スタッフ」を中心に、企画段階からの子どもの参加を重視 しています。

子ども会議の他にも、条約の P R リーフレッ ト作成、セミナーのパネ

リス ト、子 ど も 自身 による 子 ども相 談 な ど、活 動の 範 囲を広 げて い

ます。条例の検討についても前文を中心にワークショップ等を行い、

子どもが直接関わるプロセスを大切に取り組んできま した。

『多治見市の子どもの権利に関する条例』制定の報告を、子ども

たちは本当に安心した嬉 しい表情で受け止めました。やがて、この思

いが世界のすべての子どもたちの幸せになることにつながることを願

い、そ のため に自分たち ができる ことは何だ ろ う、で きる ことか ら始

めていきたいという思いを馳せ、そのメ ッセージを発 しています。



Ⅱ市民 参加型の条例 づ く り

条例づ くりにおける基本的な姿勢として、多治見の子 どもたちの

ための条例を目指 し検討を行ってきま した。アンケー ト調査、関係

者か らの ヒア リン グ、セ ミナー・ フ ォー ラム 、子 ども会 議 な どでの

子どもを含む市民の意見を大切 にし、市民との協働を重視 した条例

づく りを行 い ま した 。

1 多治見市子どもの権利検討委鼻会

平成 13 年 1月から市長の諮問機関として 「多治見市子どもの権利

検討委員会」を立ち上げ、「子どもの権利条例の制定」を視野に入

れた 子 どもの 権利 に関す る検討 を 依頼 しま した。 ヒア リング やセ ミ

ナーなどを通 じて、子 どもを含む市民参カロを重視 した条例作りを基

本とし、延べ3 0 回に及ぶ委員会の中で検討が行われました。

子どもに関する施策をいっそう充実・発展させるため には、「条

例を制定 し、各施策を進めていくことが必要である」という考えか

ら、平成 15 年 7 月、条例案を盛 り込んだ答申がされました。

2 子 どもの 権利 セ ミナ ー・フ ォーラ ム

子 どもの権利に関 して周知 し、学習する機会を提供するため、平

成1 0 年3 月より、フォーラム等を開催 しています。平成 1 3 年度か

らは、市民 と共に「子 どもの権利」について考える場として、2 ～

3 カ月 毎 に r子 どもの権 利 セミナ ー』『子 どもの 権利 フ ォー ラムj を

開催し、市民との意見交換なども行っています。

Ⅲr多治見市子どもの権利に関する条例』

1 総合型の条例

子どもの権利条約に基づき、その重要な原則である『子どもの最

善の利益 j を確保 しながら、子どもの権利保障を図ることを目的と

しています。子どもの権利の普及、意見表明や参加、救済、施策の

推進や検証など、子どもの権利を守 り、成長・ 自立を支援する しく

みなどについて定めています。相互に関連・補完 しあって子どもの

権利保障を進めていく総合型の条例とな っています。

2 F子どもたちの思い』をこめて

条例の前文では、この条例における子 どもの権利についての基本

的な考え方を示しています。「たじみ子ども会議」や 「子どもの権利

に関す るア ンケー ト」な どか ら、 Fた じみ の子 どもた ちの思 い』 が込

められた表 現をキ ーワー ドと して抽 出 しこれ を基に子 どもの権利 検討

委員会と子ども会議の子どもスタッフを中心に、子ども自身に検討し

てもらうという過程を経て出来上がったものです。見出しをつけるな

ど、子どもが読んでも理解できるような表現を特に意識しています。

3 条例で創設される新たな しくみ

（ 1 ）子どもの権利の日

連載第 3 回

（ 2 ）子どもの権利擁護委員

（ 3 ）子どもの権利委員会

Ⅳ今後の課】琶一一条例制定後の実施段階において一一

子 どもの権利保障には、おとなと子ども双方の意識の向上が重要

で、条約や条例の広報普及のために、子 どもや市民と共にその手法

を検討 し、実施 してい くことが必要です。新たな子どもの権利擁護

委員制度は、人の占める要素が非常に大きく、その人選は重要な課

題です。相談所に子どもが気楽に訪れたり、安心 して相談できるよ

うな工夫が必要です。

子どもの権利の施策を推進していくことは、未来を担 う子どもの

権利を 保障 して い く ことで あ り、 まちづ く りに繋 が る ことで す。子

ども たち が 安心 して いき い き と暮 ら し、 まち が 元気 にな るた め に、

権利保障のための責任主体である、「市、親など保護者、子ども施

設関係者、市民」の相互の連携を大切にし、財政や少子化などの問

題点を勘案 しなが ら、市民と協働 し、施策を推進 してい くことが必

要とな ります 。

《多治見市子どもの権利に関する条例》

く総合条例〉構成図
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事 7 集（兼良 に お ける権 利 の保 件 ）
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保幹）
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第4章 子 どもの意見表明

や参加
兼 10集（書見表明や参加の促進）

兼 1 1集 （子 ど も会 l ）

爺 1 2集 （子ども施設での暮見表明

や参加）

第5章 子 どもの権利侵害か らの

兼

兼

】弟
】弟
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手

集

集
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▲乗
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救済や回復
（ 子 ども の権 利擁 書垂 Å）

（ 拝ま萎ぇの書務）
（ 仙台 な どの 書l ）

（ 救済 や 回社 のた めの 連携 ）

（ ♯孝 幸且 に 対す る支 ♯ や協 力）

（ 報告）

第6章 子 どもに関す る施策の推進や検証
第19集 （施策の推進）
第2 0条 （子 ど もの 権 利婁 且会 ）

羊2 1集 （格別委且会の書林）

兼2 2集 （捷書やその書壬）

第7章 雑 則
兼2 3集（委任）

附則
兼 1項 （施 行 日）

兼2項（他条例の一部改正）

稲葉川西市民からの声「ぜひ継続をり
－川 西市子 どもの人権 オンブズパ ーソンー

6 月号 よ り特集 を してきた 、川 西市子 どもの人権 オ ンブズパ ー ソン。今 月号 では、子 ど もオン ブズに対 する子 ど も・保護 者 か らの生の声

をお伝 え します。

＊＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

私はオンブズパーソンのおかげで保健室登校だけど学校に行ける

よう にな りま した。 今 は勉 強 と か学校 が楽 しみで す。 オン ブスパー

ソンが無かった ら、学校にも行かれなかったと思います。オン

子 どもの権利集約 第7 0号・ 200 3年 10 月20 日号
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パーソンはとっても良い所です。いわゆる rオアシスj です。オン

ブズがあつて、何人もの子供が救われたんだろう と思います。き

つとあ って無駄 とか損 と かそ うい うの 無 いと思 いま す。

あ りがとう とお礼が言いたいです。 （小 5 ・女子、ジミニ）

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

「 子どもの人権オンブズパーゾン」への思い

－ぜひ継続を一

私は市内鴬台 に住む2 児の母ですが、このたびの 「子どもの人権

オンブスパーソン」存廃の危機にあることを新聞報道で知り、胸が

痛くな りま した 。

昨年の夏、長女 （当時小4 ）が登校拒否とな り、自分を見失いか

けていた娘はもちろんの こと、ただ当享慈し無力であった母親の私を

救って くださったの は、オンブズの相談員 「の りちゃん」で した。

どうすることも出来なかった私たちは、藁をもすがる気持ちで訪ね

たのが最初で した。

学校には行けないけどオンブズには喜んで行 く日が続き、少 しづ

つ、笑顔 と明るさを取 り戻すわが子に私も元気をも らいは じめ、そ

して「いつか行けるに違いない」と信 じて、元気 に過ごすことだけ
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を考え、学校のことは本人が言うまで触れませんでした。学校の先

生もー 緒 にな って協 力 して くだ さ り、 毎朝 訪 ね てき て くれ ま した 。

「明日から行ってみる」 と言い、最初 は学校までたどり着けず帰る

ことも あ りま した。 す こ しず つ 、す こ しず つ 、門 ま で 、靴箱 まで 、

そして 保健 室 ま で ‥ ．、そ して何 とか登 校 す る ことが 出 来 るよ う に

なりま した 。

で も 、今 年の 4 月 よ り新 しい学 年 にな り、ゴ ール デ ンウ イー クを

境に再び登校できず、現在、また 「の りちゃん」のお世話になって

います 。「私 はた だ寄 り添 って い るだ け ．‥」「少 しで も悩 む 子 ども

たちと落ち込むお母さんたちの力になれたら嬉 しいです」と言って

くだ さる優 しさ と強さ に どれだ け励ま されて いる こ とで しょう。

元 気 に毎 日当 た り前 の よ うに学 校 に行 ける子 ど もた ちば か りでは

ありませ ん。 今 日一 日を大 切 に元 気 に生 きよ うと思 え るの も 「オン

ブス」の支えがあるからです。

どうか この声を、この存在を消さないで欲 しいと思います。私が

不出 来な 親だ か らか この よ うに思 うの か も しれ ませ ん。 しか し、子

どもには将来があります。この微かな思いが少 しでもオンブズパー

ソン継続につながれば幸いです。 （川西市・保護者）

A ID S 文化 フォーラム in 横浜（2003．8．1）

にお ける ワー クシ ョップ実践

1 A ID S 文化 フォー ラム とは

この フォー ラムは、 19 9 4 年に横浜で開催された「第 10 回 国

際エイズ会議」をきっかけと して、毎年 8 月に開催され、今回で 10

回目（2 0 0 3 年）を迎えます。行政 と医療関係中心の国際会議に対 し

て、市民による、市民のための手作 りのフォーラムであることにフ

ォーラ ムの特 徴が あ ります。

フォーラムには、活動発表の場、交5売を深める場、情報交換の場

を求 めて 、全 国 か らN G O ・ N P O が集 ま りま した。 そ して 、さ ま ざ

な分野でA 旧S に関わっているグループや個人による活動報告やワ

ーク シ ョップ、 シンポ ジウ ム、展 示な どが行 われ ま した。

2 子 ども による ワー クシ ョップ実践

子どもの権利条約ネ ッ トワークは、子どもの商業的性的搾取 とエ

イズの つ なが りを伝え る参 カロ型 ワ ー クシ ョップを しま した 。参 カロ者

は約2 0 人で、中学生か ら学校の先生、相談員と幅広い人々で構成

されました。私以外の企画者は三人とも子どもで、横浜会議経験者

や子ども通信社の記者を している子で、それぞれの経験を踏まえて

エイズ につい て考 えた ことを伝 え ま した。 この ワー クシ ョップの 中

で興味深い話題があつたので紹介 します。

3 ワー クシ ョップにお ける話 し合 いの中力lら

○学校、家庭における性教育への根弓重い抵抗感

性教育についてはどの世代も学校では十分なものが受けられなか

ったということで一致 していま した。現在性教育に力を入れている

ぽ
もあ りますが、地域差がかな り出ているようです。そ こで重要

子どもの権利条約 第 70号・ 20 03 年 10 月20 日号

武 田 明 恵 （子どもの権利条約ネットワーク）

となるものとして、家庭での性教育が挙げられま した。性に関する

相談員の方な どは、職業柄話 しやすい家庭では現在でもしっかりと

家庭 の性 教育 を して いる と言 ってい ま した。 しか し、子 どもは やは

り親 に は話 しに くい 、又 、若 者 は親 とはそ うい う話 を した こ とが 無

いと言 ってい ま した 。

○性について話 し合う場の重要性

ワークショップの中でグループに分かれて、エイズや子どもの商

業的性的搾取について話 したのですが、 1 2 歳間置喜の話がどの グル

ープでも語 られました。家庭での教育は性教育に限らず十分でない、

家庭の環境自体が問われる、というような意見が出され、エイズフ

ォーラムのような、家庭でも、学校でもない場所での語 らいの場の

重要性が確認されま した。

4 エイズ感染を広げないために

企画者の中でも、子どもの間で性に関 して話すことができない現

状が話題 になったりと、性に関 しての話題のタブー視が結果的にエ

イズ感染に繋がって しまうことへ危憤を寄せま した。

私は、世の中で 「聞 こえ」「外聞」 とい ったもの にとらわれがち

になることが多いことに違和感を覚えます。大切なこと、必要なこ

とは話すべきことです。それが子どもや、自分自身を守ることに繋

がります。 子 ども が知 りた い情 幸臥．先】る べき 情報 を知 りた い時 、矢口

るべき時に手に入れられる環境づくりを、家庭、学校、その他の機

関で協力 して作っていかなければな らないと改めて思いま した。



たかはま子ども市民憲章制定 才

一 市民 としての子 ども観の確立ヘ一

書 多 明 人（早稲田大学教授）

愛 矢口県 高浜 市 は、 1 1月 1日、子 ども を市 民 と して 受 けとめ 、お と

な市民 との パー トナ ー シ ップを確 立 して い くため の 「子 ども市 民憲

章」を制定 した。

そのもっとも特徴的なことは、子ども自身の言葉を、おとなの手

を加え ない まま 憲章 に盛 り込 んだ ことだ 。子 ど もか らの メ ッセー ジ

8 項がおとなか らのメ ッセージ8 項と並んで、ひときわきわだ って

いる。

「子どもか ら」の 5 項では、ト ・・ イヤなことがあ ったら、『ム

カつく』の一言で終わらせないで、自分の感情をもう少 し細かい言

葉で表現 してもいい。」 とある。この憲章を議 した「子ども憲章づ

くり検討委員会」では、任期中の今年3 月の最終会議でも「『ムカつ

くj とい う言葉 は憲 章 にふ さわ しくない 」 とい うお とな委 員 の反 発

にあ って 、頓挫 して しま った 。そ の後 パ ブ リ ックコ メン トに か け ら

れ、子 ども 側 の 「残 して ほ しい 」 と い う 弓重い要 望 もあ り、 7 月 の

「 子ども市民憲章普及啓発委員会」一の会議でようやく、原文のまま

採択された経緯がある。この憲章が地域のどう定着 していくか見守

つてい きた い。

たかはま子ども市民憲章

2 0 0 3 年 1 1月 1日 高 5兵市制定

わた したちは、国連・児童（子ども）の権利条約の理念をJ了＼まえ、

人間性豊かで誇 りの持てる高う兵を創 っていきます。そのためには、

子どもとおとなが市民として、互いの意思と力を尊重 し、理解を深

め合うことが大切です。そこでわた したちは、現在及び未来の高5兵

のまちを支え合っていくために、ここに「たかはま子ども市民憲章」

を定めます。

【子 どもか ら】

1 みんな幸せになる権利がある。だから、自分の心を閉ざさない

で。短所も、別の見方を した ら長所かも しれない。自分のことを

も っと好 きにな って楽 しも う ！

2 わた しは世界でただひとり、だから大切。あなたも世界でただ

ひとり、だからやっぱり大切。お互い大切なんだから、いやがる

ことは しな いよ うに しよ う。

3 学校の勉強だけが学ぶこと じやない。遊びからも友達からもた

くさん学ぶことができる。だから遊びと友達を大切 に。もちろん

勉強も大切 ！。

4 けん かは ほ どほ ど に。 けん か もそ んな に悪 い こ と じやな い。 け

んか か ら学 ぶ ことだ ってあ る しね。

5 怒 りた くてもすぐにださない。趣味や夢をみつけて発散 しよ

う ！それ で もイ ヤな こ とがあ った ら 「ム カつ く」の 一言 で終 らせ

ないで、自分の感情をもう少し細かい言葉で表現 してもいい。

6 ひとりで悩 んだ りしないで、だれかに助けを求めた っていい。

別 に恥ず か しい こ と じゃな いか らさ。

7 なんでも今、自分が「一番」 とは限らない。でもそれに近づく

よ うに がん ば って上 をめ ざ して い こう。 自分 らしい、 自分な りの

がん ば りで、 コツ コツ コツ コツ少 しづつ でい いよ。

8 何事にも全力投球 ！でも気楽に行こう。チ ャンスはいつもそば

にあ る。

【 お となか ら】

1 自分を大切 にし、希望をもって生きる姿勢を示 していきたい。

2 どの子どももみんな一人ひとり違います、その違いをその人の

豊か さ と して受 け とめ ます 。

3 子 どもが自分 と周 りを変える力をつけるために学び、活動 して

い くこ とを支援 します 。

4 完 全 さ を求 めず 、子 ど もが 自分 を 出せ るよ う にゆ と りと寛 容さ

をも って接 して いき ます。

5 子 ども に愛情 を持 って接 し、干 渉 しす ぎた り、ひ と りで背 負い

込まないで、地域の人びととともに子どもの自治を支え、楽 しく

子育てを進めます。

6 子 どもが安心 して集い、交流 し、あ りのままの自分を出せるよ

うな居 場所 を子 ども とと もに創 ってい くよ う努め ます。

7 いじめや虐待など権利侵害を受けることなく、子どもが安心 し

て生活できるように、いつでも相談でき、救済・ 回復できるよう

な しくみ を整え るよ う努め ます 。

8 子 どもとともに、民族的、国民的、宗教的な偏見を持つ ことな

く、相互の理解、寛容の精神のもとで、地球市民として日本と世

界の平和を願い、この世界か ら戦争や争いがなくなるように努め

ていきたい。

子 ど もの権 利 条 約 の批 准 か ら10 年 目を向 かえ た今 年 。 あ らた め て子 どもの権

利条 約 を読 ん で み ませ んか ？ この コー ナ ー で は毎 回条 文 をい くつ か取 り上 げ、

子どもに読 ん で も らうこ と を念 頭 にお い てわ か りや す く解説 してい き ます。

もち ろん 、お となの方 も ど うぞ J

安部 芳 絵 （子どもの参加ファシリテ一夕ー）

【 第三乗 手どもの最善の利益 ：子どもにとつて一番いいこと

は子 ども に聞こ う ！】

子どもに影響を与えるあ らゆることについて、いろんな可能性を

検討 して、子どもにとって一番いいことが何かを考えなき やい l

子 ど もの権 利 条 約 第 70号 ・ 20 03年 10 月2 0 日号
包



せんよ、ということが3 条には定められている。親や保護者が子ど

もにとって一番いいことができない場合 は、国がかわ りに一番いい

ことしなきやいけない。そ して、病院や児童相談所、少年院な どの

子どもたちに寄 り沿うところで、基準が決まっているものはそれを

守る よ うに しなき やい けな い し、基 準 が決 ま つて いな けれ ば 国はそ

れを つ くる 工夫 を しなき やい けな い って こと。 基 準 って い うの は 、

例えば 10 0 0 人子どもがいる施設でおとなの職員が 1人 しかいなか

つた らど うか な ？子 どもの 心 に寄 り添 える お となの 数 はき つとも つ

と多い方がいいよね。

ところで、子 どもにとって一番いい ことって誰が決めるんだろ

う ？今 回は その ヒン トにな るお 話 し。 2 0 0 1年 1 2 月 、 子 ども の商

業的性的搾取に反対する世界会議というのが横さ兵で開催された。子

どもの商業的性的搾取というのは、子ども買春・子どもポルノ・性

的目的のための子どもの人身売買の3 つ。これらについて世界中か

ら政府やN G O の人、子ども・著者合わせて3 千人が参加 して話 し合

いがなされたんだ。

子どもの参加者の中には、実際に無理や り性的に虐待された経験

のある人もいた。当時 13 才だ ったファティマもその一人。バンク

ラデ ッシ ュか ら参 カロした フ ァテ ィマ は 、9 才 の と き に男 性 2 人 に誘

拐されたんだって。そ して、 1 5 日かけてイン ドヘ連れて行かれる

んだけど、移動させられている間、2 人の男性からずっと性的に虐

待されていたんだ。その後なん とか抜け出 して、今はバンクラデ ツ

シュの N G O が 運営 する 「シ ェル タ ー」で 生活 しな が ら勉 強 した り し

ているんだ。

「自分は虐待された経験があるからこそ、世界会議に参カロして伝

えたかったことがあ ります。おとなは、人身売買された子 どもを親

もとに返すのが一番いいと思い込みがちだけど、そうじゃない場合

もたくさんあ ります。家に帰 っても、性的に虐待されたことで親か

ら嫌 が られた り、親 が子 ども を売 った 場合 は また 売 られ て しま うか

らです。 だ か らこそ 、ち やん と私 た ちに寄 り添 って くれ るお となの

いる rシ ェルター j をつ くって ほ しい」

フ ァテ ィマ が言 うよ うに、 お とな が 「よか れ」 と思 って や って い

ることが 実 は子 ども に と って ベス トではな い こ ともあ るん だ 。だ か

ら、子どもにとって蓑もよいことは子どもに聞くのが一番なんだね。

子どもの声 につ いて は 1 2 条 の と ころで詳 しく話 す ことにす るよ 。

【第四条 締約国の実施義務】

子どもの権利条約を守 ります、と約束 した国は、みんなが権利を

使える よ うに 、 あ り とあ らゆ る こ とを して ベ ス トを つ く しな さい 、
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報というのが4 条で決められている。その方法としては、自分の匡lの

中にあるお金や人、科学技術や情報なんかを使った り、自分の国だ

けでできないな あという場合は他の国と協力 してや りなさい、つて

善かれてあるよ。

あ りとあ らゆる こ とって 、具 体的 に どん な ことが ある のか 少 し考

えて みよ う。

まず法律。今の日本には、子どもに関する法律と して「児童福祉

法」「児童虐待防止法」「学校教育法」「児童 買春・ ポルノ処罰法」

な んか が あ る （ち ょっと 聞い た こ とあ る かな ？）。た くさん あ るん

だけど、例えば一人の子どもが虐待されたときはこれなんだけど、

その子の学校 に関係することはこつちの法律で、とち ょっと面倒な

んだ。だか ら条約をベースにして「子ども法」みたいなものをつく

つて い くとわ か りや す くな る。

法律の もとで実際にいろんな活動 を進めていく機関も必要だよ

ね。もちろんそのためには「子ども予算」も必要だし、そこで働 く

「人」もいる。今 は、文部科学省や厚生労働省、法務省なんかに分

かれてやっていることを、「子ども省」みないなのがまとめてやれ

たらいいね。

子 どもの 権利 が どれ く らい守 られ てい るか がす ぐにわか るよ うな

データを集める ことも大事。昨年、西東京市ではお祭 りの会場で、

小中学生が子どもたちに「図書館や児童館がどんなのだったら使い

やす い ？」 とい うイ ンタ ビュー調 査を や った よ。愛 知県 高浜市 では、

中学生 と高校生が市内の子 どもに 「自分のことが好きですか ？」

「い じめ られ た ら誰 に相 談 します か ？」 な どの ア ンケ ー ト調 査 を し

た。おとなには 「あなたの子どもは自分のことが好きだと思います

か ？」「い じめ られ た ら誰 に相 談 します か ？」 って聞 い てい て 、子

ども とお となの 考え て いる こ とが全然 違 った りしてお も しろい結 果

がでている。今、高浜ではアンケー トをもとに「子ども憲章」をつ

くって いる と ころだ 。 こ うい うデー タを集 め るの は、子 ども同士 の

方 がお となよ り うまくや れる かも しれな いね。

高浜市の子 どもたちの調査では「生きてい くのがしんどい」くら

いのいじめにあ った子がおとなが考えるよ りも多か ったんだけど、

そ んな 子 どもた ち はど こに相 談 すれ ばい いん だろ う ？子 どもた ちか

らの苦情や相談をうけつける機関もあるといいね。みんなの心によ

りそ って くれ るお となが そ こにいる といい な あ。

あとは裁判のときにも子 どもの権利条約をちやんと忘れないで

ね 、 つて ことか な。 今 回はな ん だか ち ょっ と難 しか ったけ ど、読 ん

で くれて あ りが とう ！

国連・ 子どもの権利委員会

日本の第2 国政府報告書の予備審査を終了

～20 04年 1 月にいよいよ本審査～

平 野 裕 二 （子どもの権利条約N G O レポー ト連絡会議）

2 0 0 3 年 1 0 月6 日（月）午前 10 時～午後 1時、国連・ 子どもの権

利委員会の会期前作業部会で日本の第2 回i改府報告書の予備審査が

醍
われた。

子どもの権利集約 第 70 号・ 2 003 年 10 月20 日号

会期前作業部会における予備審査は、次の会期で報告書審査が予

定されている国々で子どもの権利条約がどのように実施され、子 ど

もの権利がどのように保障されているかについて予備的に検討する



ための場である。関連の国際機関やN G O の代表が招かれ、政府とは

異なる視点か ら情報を提供するよう求められる。委員会 は、それら

の情報をもとに「事前質問事項」（Lis t o f ls s u e s）を作成 して政府

に送付 し、報告書を補完する文書回答の提出を要請する。

日本からは、子どもの権利条約 N G O レポー ト連絡会議 （以下 「連

絡会議」、事務局／子どもの人権連）、日本弁護士連合会、第2 回子

どもの権利条約市民・N G O 報告書をつくる会 （事務局／D C 旧 本支

部）の3 団体が会期前作業部会 に招待された。いずれも、特定の分

野だけを取り上げるのではない、総合的な レポー トを提出 した団体

であ る。子 どもの権 利条 約ネ ッ トワー クは連絡 会議 に参カロしている 。

予備審査は、各団体がそれぞれとくに強調 したいと思っている論

点につ いて プ レゼ ン テー シ ョンを 行な い、 その 後 に委 員か らの 質 問

に答 え ると い う形 で進 め られ た。筆 者 が コー デ ィネ ー ター を務 め る

連絡会議は、子ども政策や制度的基盤整備などの一般的措置、外国

籍の子どもをは じめとするさまざまな集団への差別、子どもに対す

る暴力、思春期の子どもの健康、子どもの権利を視野に入れない教

育「改革」、いわゆる 「不法滞在」の子 どもの収容・退去強制など、

幅広い問題を取 り上げた （プ レゼンテーション全文は子どもの人権

連機関誌『いんふおめ－しょん』に掲載予定）。

会期前作業部会は非公開であるため、各団体がそのプ レゼンテー

ションの内容を自発的に公開する場合を除き、詳細を明らかにする

ことはできない。しかし、各委員ともこちらの想像以上に日本の具

体的問題 に つい てよ く承矢口してお り、い ずれ の 問王謹にも高 い 関心 を

示して いた こ とを記 して お く。 と りわけ 、 日本の 報告 書審 査 で主導

的役割を果たす「国別報告者」に指定された李亮喜（リー・ヤンヒー）

委員 （韓 国） とシ ッタ レラ委員 （イ タ リア） は、N G O 等 が提 出 した

情報を充分に喜売み込み、効果的な審査を目指 してくれるはずである。

事前質問事項はすでに日本 i牧内：には送付されたと思われるが、そ

の内容がN G O に明らかにされるのは 1 1月中旬になる。なお最近の

事前質問事項では、各分野について具体的な質問が掲げられていた

第1 国賓査時とは異なる形式が採用されるようになった。現在では、

いよいよ方と 7カ月 ナナ

（ 1）必要な統計データ、（2 ）実施に関する一般的措置、（3 ）締約国報告

書提出以降の新 しい動き、（4 ）条約の翻訳文の 4 点についてのみ質

問または情報提供の要請が行なわれ、具体的問題については（5 ）

「 本 審 査 で取 り上 げる こ と が予 想 され る 問題 リス ト」 が掲 げ られ る

に留まっている。このよ うな形式が採用されるようになったのは、

文書回答を短くすることによって事務局や委員の負担を軽減するた

めである。

政府代表団を迎えて公開の場で行なわれる本審査は、いまのところ

2 0 0 4 年 1月 2 8 日（水）が予定されている。第3 5 会期 （2 0 0 4 年 1月

1 2 日～3 0 日）の最終審査国である。6 時間という限られた時間のな

かでどれだけ幅広く、なおかつ踏み込んだ審査ができるかは未知数だ

が、最近の審査では時間配分が比較的厳格に守 られ、委員も焦点が明

確で簡潔 な質 問を する よ うにな って きて いる ことか ら、 N G O か らの

情報も充分に活用した効果的な審査となることを期待 したい。

日本に対する提案・勧告等を盛り込んだ「総括所見」（C o n c lu d in g

O b s e rva tio n s）は、本審査から2 日後、会期の最終日にあたる 1

月3 0 日（金）の午前中に採択・公開される。連絡会議では、総括所

見をた だ ちに 日本語 に翻 訳 して 公開 す ると とも に、 その フ ォロー ア

ップに も積極 的 にと りくんで い く予 定で ある。

子どもの権利をほとん ど視野にいれない、あるいは子どもの権利

に真っ向から反する施策が次々と進め られていくなか、今回の第2

回章良告書審査の意義 はきわめて大きい。また、来年は日本の子 ども

の権利条約批准 1 0 周年でもある。 1 月の審査に向けてあ らためて

子どもの権利条約への関心を高め、子どもの権利の視点からさまざ

まな施策を見直していくことが必要である。

◆なお、国連・子どもの権利委員会はこの間、思春期の子どもの健

康・発達に関する一般的意見4 号、一般的実施措置 に関する一般的

意見5 号、先住民族の子どもに関する一般的討議の勧告などを採択

している。これらの文書の日本語訳や日本の報告書審査に関わる情

報を含め、委員会の動向については筆者のウェブサイ ト（htt p：／／

h o m e p a g e 2 ．∩汗ty ．c o m ／C h ild rig h ts ／） を 参 照 。

「 子 どもの権利条約フォーラム2 0 0 3 in かわにし」

C 1 2 月6 日～7 日、於 ：アス テ川西 、川 西小 学校（兵 庫 県川 西市 ）

伊 美 聡 （かわにし子どもネットサポーター・関西大学大学院生）

1 2 月6 日 はア ステ ホール で 、7 日は川 西小 学 校で 開催 され る フ ォ

ーラ ムまで 約 1 カ月足 らず にな りま した 。 フォー ラム開 催 に向 けて、

様々な団体が力を合わせて進めてお ります。今回のニュースレター

までに、実行委員会は計 6 回開催され、フ ォーラムの要綱や全体

会・ 分科会 な どの 骨格 が 固ま って まい りま した 。今 回 は、 フ ォー ラ

ムの全体会や、分科会についてお伝え します。

今回の全体会のコンセプ トを「子 どもとおとなが一緒にな ってつ

くる場 」「子 ど もか らの意見 を 尊重 する」 と し、 3 つの パー トに分 け

て進 め る こ とにな りま した 。全 体 を通 しての テ ー マ は、「み んな で

話そ う・ や って み よ う－一子 ども とお とな の い い関係 ’－～ 【子 ど も ×お

とな ＝た が いに元 気 にな る】 をキ ー ワー ドに～ と設 定 し、話 し手 と

聴き手 が 互 いに参 加 でき るよ う に進 め てま い ります 。開会 で は、 ビ

デオ 「こん なフ ォーラ ム （広場 ） を ！～子 ども か らの メ ッセー ジ～ 」

をオー プニ ン クと します。

パ ー ト1で は、「子 どもと おとな の経験 交流 」 とい うこ とで、川 崎

市で子どもの権利条約を生かす活動に取り組んでいる子ども、神戸

フリースクールで活動 している子どもたち、川西市の子どもオンブ

ズパーソン経験者のみなさんから、体験談を話してもらいます。

子 どもの権利条約 第7 0号・ 200 3年 10 月20 日号

』



パー ト2 では、「いろんな子どもとおとなの対話」とし、ブラジル人

学校で学ぶ子ども、子ども条例作 りに取 り組む子どもやおとななど

が話 し手 となって進めてまいります。また、ここでは、一般参加者

もどんどん参加 していただきます。

パー ト3 で は、「参 加 者 で グル ー プ 交 流」 とい う こ とで 、 パー ト

1・ 2 を受けて、参加者全員でグループを作 って、交流をしていた

だきます。

2 日目の分科会は、合計 15 団体が企画・運営します。子どもの人

権について、様々なワークシ ョップが展開されます。分科会で出た

意見を、最後 に行 われる全体会 での シンポジ ウム 「フ ォーラム

2 0 0 3 in かわ に し を振 り返 って」 で まとめ ていき ます 。

今年のフォーラムは、様々な子どもとおとなとの交 5充を念頭におい

てい ます。 た くさんの方 が参 カロして、交 流で きる こと を念願 しま す。

フォーラム問い合わせ先 ：子どもの権利条約フォーラム実行委

鼻会事務局 （津崎）
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5 月よ り始まった 「子どもの権利条約入門セミナー」。第 5 回、

第6 回を以 下の とお りに開 催 します ／

少人数でアッ トホームな雰囲気の中で、子どもの権利条約につ

いて、また条約を生かす取り組みについてを、わか りやすく学ん

でいきます。奮ってご参加 ください ／

ロ第7 回 1 1月2 5 日（火）

メデ ィア と子 どもの権 利

平野 裕二さん （A R C 代表）

□第8 回 1 2 月 2 日（火）

少年司法と子どもの権利

時間 ：18 ：3 0 －2 0 ：3 0 （受付開始 18 ：0 0 ）

会場 ：子 どもの権利条約ネ ッ トワー ク事務所（みなとN P O ハウス4 隋）

地下鉄日比谷線・大5エ戸緑 「六本木」駅徒歩2 分 （旧三河

台中学校・俳優座裏）

定員2 0 名 ＊資料・会場の準備があるので事前申込をお願いします。

お申し込み・ お問い合わせ ：子どもの権利条約ネ ッ トワーク

〒 1 0 6 －0 0 3 2 潜区六本木4 －7 －1 4 みなとN P O ハウス4 F

O 3 －3 7 4 6－0 7 4 4 （火・金 12 ：0 0 －17 ：0 0 ）
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※留守のときは、留守電・ F A X ・ メールをご利用 ください。
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総合的研究誌「子 ど も の 権 利 研 究 」

子どもの権利総合研究所編 （日本評論社・販売協力）定価 2 0 0 0 円

■現行法制 をめ ぐる動向 と子どもの権利 ○日本国憲 法法制 と子 どもの権利 ○教育 基本法制 と日本

の子 ども ○児童福祉法制 と日本の子 ども ○少年法制 と日本 の子ども

■シンポジウム 「現代 日本の子ども 法制と子ど もの権 利の展望」 まとめ ◇世界 と日本の子 どもの権

利救済 制度 1世界各 国の 「子 どもの権 利救済」 制度一 国連子 ども の権利委 員会か ら 2 子 どもオ

ンブスにおける第 三者性の法 的構造－ ノルウ ェー・ 日本 における制度 を辛 がか りと して 3 日本に

お ける子 どもの救済制 度の現状 と課 題 ◇ 「改 正少年法」の運 用と課題 1 「原則逆送」事 件の実

際一 事例お よび全国的調査 の分析か ら 2 家庭 裁判所の 運用実態一 全司法の アンケー ト調査 を中心

に 3 少年の立ち直 り支援の現場 から一 児童 自立支援 施設を中心 に

■論説 O 「韓国の子どもの権利研究の現状と課題」○性的搾取と子どもの権利 ○平成期学校事故

判例 と安全基準

t 自治体 条例研究 ○富 山県小杉町子 どもの権利条例

創刊号 ：2 0 0 2 年 7 月 第2号 ：2 0 0 3 年 1 月

郵便振込 み申込 で直接 申 し込 まれる か、下 記事務局 へ お問 い合わせ下 さい 。

郵便振替00150－3－164 280 口座名称 子どもの権利集約耗合研究所

研究所事務所 ：〒1 5 2－0 0 3 4 棄京都 目黒区緑が丘2 －6・1 享多明人宛

研究所分室（水曜 日10 ：0 0－16 ：00）T E L・ F A X O 3－5 2 8 6－3 5 9 5 E－M a it：C rC 2 1＠lyc o s・ip
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「子どもの権利条約」Nn7 0

2 0 0 3 年 10 月2 0 日発行

★発 行 （隔月刊）

子どもの権利条約ネッ トワーク

N etw o rk for the  C o n v e n t i o n  o n t h e

R ig h ts o f th e C h itd

〒106・0032 東京都5壱区六本木4 －7 －14

みなとN P O ハウス 4 F

T E L ＆F A X  O 3 － 3 7 4 6 － 0 7 4 4

（ 事務所受付時間／火・ 金 1 2 ：0 0 ～ 17 ：0 0 ）
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★発行人

★編集人

★年会費

n c rc ＠a b e a m ．o c n ．n e ．jp

喜 多 明 人

内 田 塔 子

5 0 0 0 円 学生3 0 0 0 円

18 歳未満 10 0 0 円

定期 購読 4 0 0 0 円

＊郵便振替 0 0 1 8 0 －2 －7 5 0 1 5 0

★印 刷 ㈱ 第一フリン ト

l 分科会 テ　 ー　 マ

1 新聞から岩売みとく子どものイメージ

2 座談会 「不登校の子どもたちとともに」

3 ジェンダーつてな あに ？

4 映画 「ア リサー ヒ トから人間への記録」＆意見交換

5 「児童労働」ってなに？

6 「戦争で幸せになる人はいない」一子どもたちの叫び－

7 日本で暮 らす外匡卜籍の子どもたちの今

8 「子どもの権利条約」入門ワークショップ

9 ワークショップ 「子どもたちの本音 ・おとなたちの言い分」

1 0 子どもがつくる 「しやべ り場」

1 1 子どもを支援する人★語 り合おう ／

1 2 思春期の生と性を考える

1 3 非暴力アクシ ョン ・ワークショップ

1 4 冒険プログラム 「コミュニケーションゲーム」

1 5 「親が変わる ・教師が変わる」をスター トに

1 6 座談会 「子どもの S O S を受け止め、支援できる社会を」


